
 

 

産業廃棄物保管場所届出書 

 

  年  月  日  

 

相模原市長 殿 

 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                       

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                       

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例第30条第１項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

保 

管 

用 

地 

の 

所 

在 

地 

等 

所 在 地 

 

 

 

面 積 

 

                   ㎡ 

 

所有者の氏名（法人にあって 

は、名称及び代表者の氏名） 

  

所有者の住所（法人にあって 

は、主たる事務所の所在地） 

  

産業廃棄物の種類及び数量 

  

 

産 業 廃 棄 物 の 保 管 の 方 法 

 

  

 

産 業 廃 棄 物 の 処 理 の 計 画 

 

  

 

保 管 開 始 年 月 日 

 

 

年   月   日 

 

保 管 終 了 年 月 日 

 

 

年   月   日 

備考 「数量」とは、保管しようとする数量をいいます。 


